
②【⼊院形態別】②【⼊院形態別】
在院期間別の患者数（及び割合）の推移

9

措置⼊院患者数の推移（平成16年 20年）【⼊院期間別】
２０年以上 １０年以上〜２０年未満 ５年以上〜１０年未満 １年以上〜５年未満

６カ⽉以上〜１年未満 ３カ⽉以上〜６カ⽉未満 １カ⽉以上〜３カ⽉未満 １カ⽉未満

措置⼊院患者数の推移（平成16年〜20年）【⼊院期間別】

2,500  

3,000  

2,414

201（8.3%） 171  

150（6.2%） 142  
125  

302（12.5%）
234  

198  

149  126（7.0%）

2,000  
措
置
⼊
院
患 20年以上

10 20年19.0
：
27.0

1,803

219（9.1%） 207  
180  137  134（7.4%）

458（19.0%） 433  
390  

331  299（16.6%）

151  
134  116（6.4%）
111  101（5.6%）

（ ）

1 000

1,500  
患
者
数
［
⼈
］

10〜20年
5〜10年

１〜5年

6ヶ⽉〜1年

16.6
19.0：19.0

：
381

（15.8%）
414  384  404  

444
（24.6%）

243（10.1%） 210  188  146  157（8.7%）

500  

1,000  3〜6ヶ⽉

1〜3ヶ⽉64.4
：54.0

460
（19.1%）

465  445  437  
426

（23.6%）
0  

H16 H17 H18 H19 H20

1ヶ⽉未満
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医療保護⼊院患者数の推移（平成16年 20年）【⼊院期間別】
２０年以上 １０年以上〜２０年未満 ５年以上〜１０年未満 １年以上〜５年未満

６カ⽉以上〜１年未満 ３カ⽉以上〜６カ⽉未満 １カ⽉以上〜３カ⽉未満 １カ⽉未満

医療保護⼊院患者数の推移（平成16年〜20年）【⼊院期間別】

15 419 14,985 14,444 14,178
(11 6%)

13,791
(11.0%)  

120,000  

140,000  

20年以上
115,297

124,920

14,681 15,296 15,886
(13 3%)

16,793
(13.8%)  

17,114
(13.7%)  

12,970
(11.2%)  

12,854
(10.9%)  

12,367
(10.4%)  

12,385
(10.2%)  

12,453
(10.0%)  

15,419
(13.4%)  (12.7%)  (12.1%)  (11.6%)  

80 000

100,000  医
療
保
護
⼊

10〜20年

5〜10年

34.7
：37.3

33,838
(29.3%)  

34,674
(29.4%)  

35,162
(29.5%)  

36,789
(30.2%)  

37,826
(30.3%)  

(12.7%)  (13.0%)  (13.3%)  

60,000  

80,000  ⼊
院
患
者
数
［
⼈

１〜5年30.3
：29.3

：

12 656(10 1%)
8,610(7.5%)  8,913(7.5%)  8,995(7.6%)  9,001(7.4%)  9,736(7.8%)  
10,274(8.9%)  11,064(9.4%)  11,509(9.7%)  11,375(9.3%)  11,648(9.3%)  

20,000  

40,000  
⼈
］

6ヶ⽉〜1年

3〜6ヶ⽉

1 3ヶ⽉
35.0

：

33 4
：

8,708(7.6%)  8,978(7.6%)  9,106(7.6%)  9,392(7.7%)  9,696(7.8%)  

10,797(9.4%)  11,305(9.6%)  11,669(9.8%)  11,955(9.8%)  12,656(10.1%)  

0  
H16 H17 H18 H19 H20

1〜3ヶ⽉

1ヶ⽉未満

33.4
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２０年以上 １０年以上〜２０年未満 ５年以上〜１０年未満 １年以上〜５年未満

６カ⽉以上 １年未満 ３カ⽉以上 ６カ⽉未満 １カ⽉以上 ３カ⽉未満 １カ⽉未満

任意⼊院患者数の推移（平成16年〜20年）【⼊院期間別】

200 000

250,000  
６カ⽉以上〜１年未満 ３カ⽉以上〜６カ⽉未満 １カ⽉以上〜３カ⽉未満 １カ⽉未満

206,209

28,662
（13.9%） 27,487  26,726  25,505  24,705

29,932
（14.5%） 29,543  28,133  

27,147  25,592
（13.9%）

150,000  

200,000  

任
意
⼊
院
患

20年以上

10〜20年41.8
43.6

184,573

56,103
（27 2%）

54,420  53,193  51 355 50,260

31,380
（15.2%） 30,391  29,083  27,988  26,734

（14.5%）

（13.4%）

100,000  

患
者
数
［
⼈
］

5〜10年

１〜5年27.2
：

27.2
：

17 086（8 3%） 17 348 17 347 16 914 16 841（9 1%）

12,612（6.1%） 12,325  11,976  11,910  11,727（6.4%）

15,161（7.4%） 15,377  15,027  14,551  13,961（7.6%）

（27.2%）
, , 51,355  

（27.2%）

50,000  

１ 5年

6ヶ⽉〜1年
3〜6ヶ⽉
1〜3ヶ⽉

27.2

31.0
：

29.2
：

15,273（7.4%） 15,340  15,727  15,065  14,753（8.0%）

17,086（8.3%） 17,348  17,347  16,914  16,841（9.1%）

0  
H16 H17 H18 H19 H20

1 3ヶ⽉
1ヶ⽉未満
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③【⼊院形態別】③【⼊院形態別】
年齢別の患者数（及び割合）の推移

13

措置⼊院患者数の推移（平成16年 20年）【年齢階級別】

６５歳以上 ４０歳以上６５歳未満 ２０歳以上４０歳未満 ２０歳未満

措置⼊院患者数の推移（平成16年〜20年）【年齢階級別】

2,500  

3,000  

10 2
2,414

246（10.2%）
255  

227  

216  224（12 4%）

2,000  
措
置
⼊
院
患 65歳以上

12.4
：
10.2

1,803

1,432
（59.3%） 1,299  

1,163  
1,013  1,001

（55 5%）

6 224（12.4%）

1 000

1,500  
患
者
数
［
⼈
］

65歳以上

40歳以上
65歳未満55.5

：59.3

706
697 643 594 556

（55.5%）

500  

1,000  65歳未満

20歳以上
40歳未満

55.5

32 1
：30.5

：

30
（1.2%）

25  28  26  22
（1.2%）

（29.2%） 697  643  594  
（30.8%）

0  
H16 H17 H18 H19 H20

40歳未満

20歳未満

32.130 5
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医療保護⼊院患者数の推移（平成16年〜20年）【年齢階級別】

140 000

６５歳以上 ４０歳以上６５歳未満 ２０歳以上４０歳未満 ２０歳未満

医療保護⼊院患者数の推移（平成16年〜20年）【年齢階級別】

120,000  

140,000  

115,297
124,920

45,603
（39.6%）

49,129  51,542  55,460  
59,134

（47.3%）

80,000  

100,000  医
療
保
護
⼊

65歳以上47.3
：
39.6

54 281

60,000  

,
院
患
者
数
［
⼈ 41 3

：
47.1

：

54,281
（47.1%） 53,876  52,813  51,891  51,608

（41.3%）

20,000  

40,000  
⼈
］ 40歳以上

65歳未満

20歳以上

41.3
：

13 3
：

1,115
（1.0%）

1,100  1,064  1,120  1,117
（0.9%）

14,298
（12.4%）

13,964  13,719  13,397  
13,061

（10.5%）0  
H16 H17 H18 H19 H20

20歳以上
40歳未満

20歳未満

11.413.3
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６５歳以上 ４０歳以上６５歳未満 ２０歳以上４０歳未満 ２０歳未満

任意⼊院患者数の推移（平成16年〜20年）【年齢階級別】

200 000

250,000  

206,209

86,506
（42.0%） 87,164  88,110  

87,888  87,312150,000  

200,000  

任
意
⼊
院
患 65歳以上47.3

42.0
184,573

,
（47.3%）

100,000  

患
者
数
［
⼈
］

65歳以上47.3
：

49 0

：

101,086
（49.0%） 97,160  92,119  86,500  82,204

（44.5%）50,000  

40歳以上
65歳未満

20歳以上

44.5
：

49.0
：

801
（0.4%）

836  789  798  733
（0.4%）

17,816（8.6%） 17,071  16,194  15,249  14,324（7.8%）0  
H16 H17 H18 H19 H20

40歳未満

20歳未満
8.29.0
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④【⼊院形態別】④【⼊院形態別】
年齢階級別×在院期間別（及び割合）の推移

17

措置⼊院患者数の推移（平成13年 および平成16年〜20年）

2,500 

措置⼊院患者数の推移（平成13年、および平成16年〜20年）
【年齢階級×⼊院期間】

2,000 措
置
⼊

1,500 

⼊
院
患
者
数
［
⼈

47.3%

1,000 

⼈
］

17.6%8.8%
18.4%

23.9%

17.1%

500 ５年以上

５年未満
1年以上

35.0%

80.4%

15.3%

72.8%

4.3%

58.0%
13 0% 17.4%

35.7%

17.1%

59.0%

0 

H1
3

H1
4

H1
5

H1
6

H1
7

H1
8

H1
9

H2
0

H1
3

H1
4

H1
5

H1
6

H1
7

H1
8

H1
9

H2
0

H1
3

H1
4

H1
5

H1
6

H1
7

H1
8

H1
9

H2
0

H1
3

H1
4

H1
5

H1
6

H1
7

H1
8

H1
9

H2
0

20歳未満 ２０歳以上４０歳未満 ４０歳以上６５歳未満 ６５歳以上

１年未満
13.0%

46.9%
17.4%

29.0%
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医療保護⼊院患者数 推移（平成 3年 および平成 6年 20年）

70,000 

医療保護⼊院患者数の推移（平成13年、および平成16年〜20年）
【年齢階級×⼊院期間】

60,000 
医
療
保

40,000 

50,000 保
護
⼊
院
患
者
数

５年以上

５年未満

52.4%

29.4%

45.5%

20,000 

30,000 
数
［
⼈
］

５年未満
1年以上

23.9%

32.6%

30.3%

34.4%

27.2%

0

10,000 １年未満

20.6%

52.1%

27.3%

55.5%

25.4%
23.7%

19.1%

37.1%
36.2%

27.3%

0 

H1
3

H1
4

H1
5

H1
6

H1
7

H1
8

H1
9

H2
0

H1
3

H1
4

H1
5

H1
6

H1
7

H1
8

H1
9

H2
0

H1
3

H1
4

H1
5

H1
6

H1
7

H1
8

H1
9

H2
0

H1
3

H1
4

H1
5

H1
6

H1
7

H1
8

H1
9

H2
0

20歳未満 ２０歳以上４０歳未満 ４０歳以上６５歳未満 ６５歳以上
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精神･障害保健課調べ（各年度6⽉30⽇現在）

120 000

任意⼊院患者数の推移（平成13年、および平成16年〜20年）
【年齢階級×⼊院期間】

100,000 

120,000 

任
意

60 000

80,000 

意
⼊
院
患
者
数

５年以上

51.6%

41.4%

41.7%
46.8%

40,000 

60,000 ［
⼈
］

５年未満
1年以上

25.0%
31.8% 30.9%

24.7%

20,000 
１年未満26.2%

53.3%
23.4%

64.7%

15.0%20.5%

20.4% 26.7% 27.4%28.5%

0 

H1
3

H1
4

H1
5

H1
6

H1
7

H1
8

H1
9

H2
0

H1
3

H1
4

H1
5

H1
6

H1
7

H1
8

H1
9

H2
0

H1
3

H1
4

H1
5

H1
6

H1
7

H1
8

H1
9

H2
0

H1
3

H1
4

H1
5

H1
6

H1
7

H1
8

H1
9

H2
0

20歳未満 ２０歳以上４０歳未満 ４０歳以上６５歳未満 ６５歳以上
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⑤【⼊院形態別】⑤【⼊院形態別】
疾病分類別の患者数の推移

21

統合失調症 認知症 気分障害 その他

措置⼊院

【⼊院形態別】【⼊院形態別】
98 
462 

2,500 

3,000 

3,500 
統合失調症 認知症 気分障害 その他

患
者【⼊院形態別】

疾病分類別の患者数の推移
【⼊院形態別】

疾病分類別の患者数の推移
2,514 

1,978 1 867 1 710

9 

8 
13 3 

2 7 

93 94 
86 

88 102 

335 302 
262 

235 248 

1,000 

1,500 

2,000 
者
数[

⼈]

, 1,867 1,710 1,524 1,446 

0 

500 

平成13年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年

140,000 
統合失調症 認知症 気分障害 その他

医療保護⼊院

250,000 
統合失調症 認知症 気分障害 その他

任意⼊院

14,807 19,537 20,801 21,745 23,402 24,863 5,211 5,810 6,067 6,431 6,454 6,807 20,707 20,481 21,158 21,044 21,433 22,080 

80,000 

100,000 

120,000 

患
者
数[

⼈] 20,979 20,629 20,290 19,549 18 273

16,805 18,111 18,280 18,798 18,439 18,614 

46,444 41,261 39,620 38,379 36,891 35,250 
150,000 

200,000 患
者
数[

⼈]

70,205 69,469 70,043 69,918 70,579 71,170 

20,000 

40,000 

60,000 

]

131,210 126,208 124,041 120,486 116,832 113,283 

19,549 18,273 17,426 

50,000 

100,000 

22

0 
平成13年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年

0 
平成13年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
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⑥【疾病別】⑥【疾病別】
⼊院形態別の患者数（及び割合）の推移

23

その他⼊院 任意⼊院 医療保護⼊院 措置⼊院

気分障害

【疾病分類別】【疾病分類別】 20,000

25,000 

30,000 
その他⼊院 任意⼊院 医療保護⼊院 措置⼊院

患
者【疾病分類別】

⼊院形態別の患者数の推移
【疾病分類別】

⼊院形態別の患者数の推移
10,000 

15,000 

20,000 者
数[

⼈]

75%
75% 75% 74% 74% 73%

0 

5,000 

平成13年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年

23% 24% 25% 25% 26% 27%

250,000 
措置⼊院 医療保護⼊院 任意⼊院 その他⼊院

統合失調症

40,000 
45,000 

措置⼊院 医療保護⼊院 任意⼊院 その他⼊院

認知症

150,000 

200,000 
患
者
数[

⼈] 64% 64% 63% 63% 62% 61%
20 000
25,000 
30,000 
35,000 

,

患
者
数[

⼈]

41%

58%

51% 49%
47%

44%

50,000 

100,000 

38％34％ 35％ 36％ 36％ 37％
5,000 

10,000 
15,000 
20,000 

41%

51%48%
53% 56% 59%

24

0 
平成13年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年

0 
平成13年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
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医療保護入院制度の変遷

名称 対象手続 補完制度 審査会

明治３３年

（精神病者監
護法）

－ ・行政庁の許可を得て自宅に監
置する。

（緊急の場合は届出で可。二回
目以降の監置は届出。）

昭和２５年
（精神衛生法）

同意入院 ・診察の結果精神障害者であると
判断されること、医療及び保護の
ため必要であること、保護義務者
の同意があることが要件。

昭和６２年
（精神保健法）

医療保護入院
へ変更

・指定医の判定を入院要件化。

・扶養義務者の同意により４週間
の入院を可能に。

・保護者の同意が得られない
場合でも７２時間を限り入院
させることができる応急入院
の制度創設。

・精神医療審査会制度の創
設

平成１１年

（精神保健及
び精神障害者
福祉に関する
法律）

・医療保護入院の要件として、任
意入院等の状態にないことを明
記。

・移送制度の創設

法律）

平成１７年

（精神保健及
び精神障害者
福祉に関する

・指定医に代わり、特定医師
による診察でも１２時間を限
り入院が可能に。

福祉に関する
法律）

25

精神医療審査会 （精神保健福祉法第12-15条）

（事務：精神保健福祉センター）

委員構成員（１合議体あたり５名）は、その学識経験に基づき独立して職務を遂行
都道府県知事が下記の者から任命（任期２年）

☆ 精神科医療の学識経験者 ２名以上（精神保健指定医に限る）☆ 精神科医療の学識経験者 ２名以上（精神保健指定医に限る）
☆ 法律に関する学識経験者 １名以上（弁護士、検事等）
☆ その他学識経験者 １名以上（社会福祉協議会の役員、公職経験者等）

精神科病院の管理者からの
★ 医療保護入院の届出
★ 措置入院、医療保護入院患者の

入院中の者、保護者等から
★ 退院請求
★ 処遇改善請求

定期病状報告

入院の要否の 入院の要否

＜知事による審査の求め＞ ＜知事による審査の求め＞

入院の要否の
審査

入院の要否

処遇の適・不適の
審査

＜速やかに審査結果通知＞ ＜速やかに審査結果通知＞

都 道 府 県 知 事 ・ 指 定 都 市 の 長
審査会の審査結果に基づいて都道府県知事・指定都市の長は退院命令等の措置を採らなければならない

（審査会決定の知事への拘束性）・・・・・・・・・・法第38条の３第４項 法第38条の５第５項

＜速やかに審査結果通知＞ ＜速やかに審査結果通知＞

必要な措置 当事者、関係者
に通知

（審査会決定の知事への拘束性） 法第38条の３第４項、法第38条の５第５項
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○ 精神医療審査会の委員は、
精神科医療の学識経験者 （精神保健指定医に限る）

精神医療審査会（精神保健福祉法第12-15条）について

・ 精神科医療の学識経験者 （精神保健指定医に限る）
・ 法律に関する学識経験者 （弁護士、検事等）
・ その他学識経験者 （社会福祉協議会の役員、公職経験者等）

のうちから、都道府県知事が任命する（任期２年）。

○ 精神医療審査会は、合議体を構成する委員を５名指名し、その合議体で審査の案件を取り扱う。合議体を
構成する委員は、その学識経験に基づき独立して職務を遂行する。合議体の構成は以下のとおり。
・ 精神科医療の学識経験者 ２名以上（精神保健指定医に限る）
・ 法律に関する学識経験者 １名以上（弁護士、検事等）
・ その他学識経験者 １名以上（社会福祉協議会の役員、公職経験者等）

○ 合議体は個別の審査案件の全てを取り扱い、合議体において決定された審査結果が審査会の審査結果と
なる。

○ 精神医療審査会は 精神障害者の人権に配慮しつつ その適正な医療及び保護を確保する観点から昭和○ 精神医療審査会は、精神障害者の人権に配慮しつつ、その適正な医療及び保護を確保する観点から昭和
６２年の改正により新設。当初は精神医療審査会の委員数は５人以上１５人以下としていたが、平成１１年の
改正により、地域における精神病床数等の実状に対応した迅速かつ適正な審査を実施できるよう、委員数の
規定が削除された。

○ 審査会は○ 審査会は、

① 措置入院者、医療保護入院者について提出される病状等に関する定期の報告等の全件及び入院患者等か
ら退院等の請求の全件について審査を行うこととされていること（法第３８条の３第１項、第３８条の５第５項）、

② 審査会の審査結果に基づいて都道府県知事（指定都市の市長）は退院命令等の措置を採らねばならないこ
され る 第 条 第 第 条 第ととされていること（第３８条の３第４項、第３８条の５第５項）、

から、独立した審査が担保されており、国際人権Ｂ規約との関係で、独立した第３者機関ということができる。

○ さらに、精神医療審査会の事務については、その事務の専門性に配慮するとともに、審査の客観性、独立
性の一層の確保を図るため、平成１４年４月１日より、開催事務、審査の遂行条必要な調査その他審査会の性 層 確保を図る 、平成 年 月 り、開催事務、審 遂行条必要な調 そ 他審 会
審査に関する都道府県知事の事務は、都道府県（指定都市）の精神保健主管部局ではなく精神保健福祉セ
ンターにおいて行うこととしている。

○ 精神医療審査会に係る経費については、特段国の補助はない。 27

退院請求等の審査の流れ（請求～合議体の審査）

退院請求 事前手続 合議体の審査

【知事等が準備する事前資料一覧】
・措置入院時の診断書（第27条）

・特定医師による医療保護入院者
の入院届（第３３条第４項）

退
院原

精
神

通
知
（
第

退院請求 事前手続 議体 審

患病理主の請
求

の入院届（第３３条第４項）
・定期の報告(第38条の2）
・退院請求に関する資料（第38条の
4）

・患者の入院する精神科病院への
実地指導に関する資料
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指
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都
道
府
県
知
事定

都
市
の
市

タ
ー
に
て
受

の
4
）

も
可
）
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長
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者
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者
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、
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療
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見
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者
・保
護
者
・

同行請求可

・ その実地審査
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）

【告知義務事項】

・合議体の審査時に
おける意見陳述の
機会等管

理
者

※６ヶ月以内に意見聴取を行っている場合において、重ねて意見聴取を行う必要が乏しいと認められるときは不要

見
陳
述

請
求
す

代
理
人

あ
る
弁

護
士

見
陳
述

機

・弁護士による権利
擁護を受ける権利
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退院請求等の審査の流れ（事後手続）

事後手続

審査結果の通知（第３８条の５第２項）

【結果一覧】 ・審・
退

意

都

【結果 覧】
（１） 退院請求の場合

① 引き続き現在の入院形態での入院が適当と認め
られること

② 他の入院形態 の移行が適当と認められること

審
査
結
果

退
院
命
令

（第
３
８
条

見
聴
取
を
行都

道
府
県
知

精
神

② 他の入院形態への移行が適当と認められること

③ 合議体が定める期間内に、他の入院形態へ移行
することが適当と認められること

④ 入院の継続は適当でないこと

の
通
知
等

、
処
遇
改
善

条
の
５
第
５

行
っ
た
、
請
求

（患
者
・患

・患
者
の
入

・患
者
の
治知

事
・指
定
都

神
医
療
審
査

④ 入院の継続は適当でない と

⑤ 合議体が退院の請求を認めない場合であって
も、当該請求の処遇に関し適当でない事項がある
ときは、その処遇内容が適当でないこと

（２） 処遇改善請求の場合

等
善
命
令

５
項
）※

求
者
・精
神

患
者
の
保
護
者

院
す
る
精
神

療
を
担
当
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市
の
市
長

査
会

（２） 処遇改善請求の場合
① 処遇は適当と認めること

② 処遇は適当でないこと、及び合議体が求める処
遇を行うべきこと

科
病
院
の
管

者
等
）

神
科
病
院
の

す
る
指
定
医

※

違
反
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下
の
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三
年

百
万
円

52
条
）
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定期の報告等の審査の流れ（報告～合議体の審査）

定期病状報告等 事前手続 合議体の審査

・措
置

管
理

・医
療

定期病状報告
（第38条の2） 資料の送付

定期病状報告等 事前手続 合議体の審査

置
入
院
患
者
を

理
者

療
保
護
入
院
者 入院患者

患
者
・病
院

人
）・患
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第
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【報告内容】
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患
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定期の報告等の審査の流れ（事後手続）

事後手続

審査結果の通知（第３８条の３第２項）

【結果一覧】

事後手続

【結果一覧】

① 現在の入院形態での入院が適当と認め
られること

② 他の入院形態への移行が適当と認めら

・審
査
結
果

・
結
果
①

必
要
な
措

（
⑤
に
つ

令
。
第
38

項
）

都
道
府
県
知

精

れること

③ 合議体が定める期間内に、他の入院形
態へ移行することが適当と認められること
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⑤ 入院の継続は適当でないこと
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）
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精神医療審査会における審査の状況
１．審査会１回当たりの審査件数の推計

○ 年間審査件数○ 年間審査件数
医療保護入院者に係る入院届の検査件数（法第３３条第７項）・・・１４１，６８２件
定期病状報告の審査件数（医療保護入院）・・・８８，５０３件
定期病状報告の審査件数（措置入院）・・・２，４４３件
退院請求の審査件数・・・２，０９１件
処遇改善請求の審査件数・・・２６５件処遇改善請求の審査件数・・・２６５件

計 ２３４，９８４件・・・（A） 資料：平成21年度衛生行政報告例

○ 全都道府県・指定都市における審査会の年間開催回数
計 １，７０３件・・・（B） 資料：平成21年度精神・障害保健課調

○１回の審査会における審査件数 （A）÷（B）≒１３８件

○１自治体における１年間の審査会開催件数 （B）÷６５≒２６.２回・・・（C）

○１ヶ月当たりの審査会開催件数 （C）÷１２≒２.２回

○ １回の審査における審査の内訳
医療保護入院者に係る入院届の検査件数≒８３.２件
定期病状報告の審査件数（医療保護入院）≒５２.０件
定期病状報告の審査件数（措置入院）≒1.4件
退院請求の審査件数≒１ ２件

２．審査状況

退院請求の審査件数≒１．２件
処遇改善請求の審査件数≒０.２件

入院届（医療保護入院） 定期報告（医療保護⼊院） 定期報告（措置⼊院） 退院請求 処遇改善請求

審査
件数

審査結果

審査
件数

審査結果

審査
件数

審査結果

審査
件数

審査結果

審査
件数

審査結果

他の入院形
態への移行

が適当

入院
継続
不要

他の入院形
態への移行

が適当

入院
継続
不要

他の
入院形態
への移行

入院
継続
不要

入院は
不適当

処遇は
不適当

資料：平成21年度衛生行政報告例 32

が適当 不要 が適当 不要
が適当

不要

合 計 141,682 1 2 88,503 2 4 2,443 3 0 2,091 62 265 12 



○ 実地指導について（精神保健福祉法第３８条の６第１項）

○ 実地指導とは厚生労働省または都道府県（指定都市）の職員又は指定医が 精神○ 実地指導とは厚生労働省または都道府県（指定都市）の職員又は指定医が、精神
科病院への立ち入りによる帳簿書類の検査、入院患者その他の関係者への質問、指定
医による入院患者の診察を行うものである。

○ 実地指導は「精神科病院に対する指導監督等の徹底について」（平成１０年３月３日
付け障第１１３号・健政発第２３２号・医薬発第１７６号・社援第４９１号各都道府県知事・
各指定都市市長宛厚生省大臣官房障害保健福祉部長・健康政策・医薬安全・社会・援各指定都市市長宛厚生省大臣官房障害保健福祉部長 健康政策 医薬安全 社会 援
護局長連合通知）、「精神科病院に対する指導監督等の徹底について」（平成１０年３月
３日障精第１６号各都道府県各指定都市精神保健主管部（局）長宛厚生省大臣官房障
害保健福祉部精神保健福祉課長通知）に基づき実施されている。害保健福祉部精神保健福祉課長通知）に基 き実施されて る。

（報告徴収等）
第三十八条の六 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、精神科病院の

病管理者に対し、当該精神科病院に入院中の者の症状若しくは処遇に関し、報告を求め、若しくは診
療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該職員若しくはその指定する指定医に、精
神科病院に立ち入り、これらの事項に関し、診療録その他の帳簿書類（その作成又は保存に代え
て電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む ）を検査させて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。）を検査させ、
若しくは当該精神科病院に入院中の者その他の関係者に質問させ、又はその指定する指定医に、
精神科病院に立ち入り、当該精神科病院に入院中の者を診察させることができる。

２、３ （略）
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○ 実地指導について（精神保健福祉法第３８条の６第１項）

（１） 実施時期

原則として１施設につき年１回行う。法律上適性を欠く等の疑いがある精神科病院につ
いては、数度にわたる実地指導を行う。いては、数度にわたる実地指導を行う。
（２） 方法

・ 原則として都道府県及び指定都市精神保健福祉担当部局職員及び保健所の精神保
健福祉担当職員とともに、精神保健指定医を同行させ実施することとし、病院間で指摘健福祉担 職員 、精神保健指定医を同行 実施す 、病院間 指摘
内容に格差が生じないよう、都道府県及び指定都市において実地指導要領等を作成し
て実施する。また、法律上極めて適性を欠く等の疑いのある精神科病院に対しては、国
が直接実地指導を実施することもあり得る。

・ 法律上適性を欠く等の疑いのある精神科病院に対しては、最長でも１週間から１０日間
の予告期間をもって行うこととするが、場合によっては予告期間なしに実施できる。

・ 実地指導の際、措置入院患者については、原則として各患者に対して診察を行う。ま
た、医療保護入院患者については、病状報告や医療監視の結果等を踏まえるとともに、
患者の入院期間、病名等に十分配慮して計画的、重点的に診察を行う。

・ 人権の保護に関する聞き取り調査については、病院職員に対するものだけでなく、入
院患者に対しても 入院患者に対しても適宜行う院患者に対しても、入院患者に対しても適宜行う。

・ 診療録を提出させ、内容を確認するとともに、定期病状報告と関係書類等の突合を
行い、未提出の書類等がないかについても確認する。

医療監視を実施する際に併せて実地指導を行うなど医療監視との連携を十分に図るこ・ 医療監視を実施する際に併せて実地指導を行うなど医療監視との連携を十分に図るこ
と。また、生活保護法による指導等の実地との連携も図る。

34



○ 実地指導について（精神保健福祉法第３８条の６第１項）

（３） 実地指導後の措置について

・ 実地指導の結果、入院中の者の処遇等の状況について次に掲げる度合いに応じて、
法第３８条の７に基づき病院管理者等に対して必要な措置を講じる。

○ 著しく適当でないと認められる場合

措置を講ずべき事項及び期限を示して、適切な処遇等を確保するための改善計画書
の提出を求め、必要に応じ提出された改善計画書の変更を命じ、又は、その処遇の改
善のために必要な措置を採ることを命じ、その改善結果報告を書面により求めるととも
に そ 結果を検証するに、その結果を検証する。

また、命令に従わない時は、適宜、①精神障害者の入院に係る医療の提供の全部又
は一部を制限することを命じ又は②当該精神科病院の名称及び住所並びに改善命令等
を行 た年月日及びその内容等を公表する （ただし ①及び②の両方の措置を行うことを行った年月日及びその内容等を公表する。（ただし、①及び②の両方の措置を行うこと
を妨げない。）

さらに、法第１９条の８に規定する指定病院である場合には「指定の取消し」、精神保
健指定医に関して法第１９条の２第２項に該当すると思慮される場合には「その旨を厚生健指定医に関して法第１９条の２第２項に該当すると思慮される場合には「その旨を厚生
労働大臣あて速やかに通知」する等厳正なる措置をとる。

○ 適当でないと認められる場合

措置を講ずべき事項及び期限を示して その改善結果報告を書面により求めるととも措置を講ずべき事項及び期限を示して、その改善結果報告を書面により求めるととも
に、その結果を検証するものとする。

・ 実地指導で指摘事項が多いか重大な問題があるような精神科病院については、確認
のため再度実地指導を行う。 等のため再度実地指導を行う。 等

４月１日から翌年３月３１日までを一括して取りまとめ、同年４月末日までに厚生労働省
社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長あてに報告することとなっている。35

精神保健福祉法第34条に基づく移送制度について精神保健福祉法第34条に基づく移送制度について

経緯

○ 精神保健福祉法には、平成１１年改正まで医療保護入院等のための患者の移
送に関する特段の規定がなく、緊急に入院を必要とする状態にあるにもかかわら
ず患者本人が入院 必要性を理解 きな ため 結果的 入院が遅れ 自傷ず患者本人が入院の必要性を理解できないために、結果的に入院が遅れ、自傷
他害の事態に至る場合や、家族等の依頼を受けた民間警備会社が強制的に精
神障害者を移送する等患者の人権の観点から問題視される事例が発生してい
た。

○ このため、平成１１年改正により医療保護入院のための移送の規定が新設さ
れ、これに伴い、措置入院に付随して従来から行われていた移送についても規定
が新設されたが新設された。
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第34条に基づく移送

指定医の診察の結果、直ちに入院させなければその者の医療および保護を図るうえで著しく支障
がある精神障害者であって、任意入院が行われる状態ではないと判断された者について、保護者
の同意の有無に応じて医療保護入院または応急入院をさせるため、応急入院指定病院に移送す
ることができる制度ることができる制度。

実施までの流れ

※措置入院における移送についても、精神保健福祉法第29条
の2の2で規定されており、申請・通報等に基づき同様の手続
き（指定医診察は2名 保護者同意不要）で移送が行われる
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・直ちに入院させなければ医療及び保護を図
る上で著しく支障がある。

・家族等が説得の努力を尽くしても本人の理
解が得られない場合に限り緊急避難的に行う 行動制限を行う
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ものであるため、事前調査を十分に行うこと。

（平成１２年３月２８日障第２０８号厚生省大
臣官房障害保健福祉部長通知）

行動制限を行う
場合がある

の
同
意

し
保
護

を
得
る
こ

な
い
場
合

院
）

37

法第34条に基づく移送の実績

○ 平成21年度の１年間で法第34条に基づく移送を実施したのは65都道○ 平成21年度の１年間で法第34条に基づく移送を実施したのは65都道
府県・指定都市中26自治体（移送件数は146件※）。

○ 平成12年の施行時から平成21年度までの移送件数は1 611件※となっ○ 平成12年の施行時から平成21年度までの移送件数は1,611件※となっ
ている。

○ 実績が少ない理由としては、適用の判断の難しさ、指定医の確保等

の実施体制の確保の難しさ等が考えられる。

○ 精神科救急医療体制整備事業において移送経費を補助対象として

いる。（補助率１／２）

※衛生行政報告例より
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２ 諸外国の入院医療制度
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海外における入院医療に関して

厚生労働科学研究厚 労働科学研究

精神障害者への対応への国際比較に関する研究

主任研究者 中根 允文主任研究者 中根 允文

（研究分担者 伊藤弘人）
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